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情
報
及
び
資
料
の
保
護
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
北
大
西
洋
条
約
機
構
と
の
間
の
協
定

日
本
国
政
府
及
び
北
大
西
洋
条
約
機
構
は
、

日
本
国
及
び
北
大
西
洋
条
約
機
構
が
、
共
通
の
価
値
観
及
び
世
界
全
体
の
安
全
保
障
上
の
課
題
に
対
す
る
共
通
の
責
任
感
を

共
有
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、

共
通
の
関
心
を
有
す
る
政
治
問
題
及
び
安
全
保
障
に
関
連
す
る
問
題
を
協
議
す
る
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
協

力
を
拡
大
し
、
及
び
強
化
す
る
こ
と
に
合
意
し
、

こ
れ
ら
に
関
す
る
実
効
的
な
協
力
は
、
機
微
な
又
は
限
定
的
に
開
示
さ
れ
て
い
る
情
報
及
び
資
料
の
締
約
者
間
の
交
換
を
伴

う
こ
と
を
認
識
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

両
締
約
者
は
、

他
方
の
締
約
者
の
情
報
又
は
資
料
を
保
護
し
、
及
び
防
護
す
る
。

(i)
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に
規
定
す
る
情
報
又
は
資
料
が
秘
密
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
情
報
又
は
資
料
が
、
い

(ii)

(i)
ず
れ
か
の
締
約
者
が
そ
の
出
所
元
の
情
報
又
は
資
料
に
関
し
て
定
め
た
秘
密
指
定
を
保
持
す
る
こ
と
を
確
保
し
、
及
び
当

該
情
報
又
は
資
料
を
合
意
さ
れ
た
共
通
の
基
準
で
防
護
す
る
。

交
換
さ
れ
る
情
報
又
は
資
料
を
協
力
活
動
の
枠
組
み
並
び
に
当
該
協
力
活
動
に
関
連
す
る
決
定
及
び
決
議
に
定
め
る
目

(iii)
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

に
規
定
す
る
情
報
又
は
資
料
を
当
該
情
報
又
は
資
料
の
出
所
元
の
同
意
な
し
に
第
三
者
に
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
。

(iv)

(iii)
第
二
条

日
本
国
政
府
は
、
公
的
任
務
の
遂
行
に
当
た
っ
て
協
力
活
動
の
下
で
交
換
さ
れ
る
情
報
又
は
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
必

(i)
要
と
し
、
又
は
そ
れ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
国
の
国
籍
を
有
す
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
当
該
情
報
又
は
資

料
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
の
に
先
立
っ
て
、
当
該
者
が
当
該
情
報
又
は
資
料
を
取
り
扱
う
資
格
を
適
切
に
付
与
さ
れ
る

こ
と
を
約
束
す
る
。

北
大
西
洋
条
約
機
構
は
、
公
的
任
務
の
遂
行
に
当
た
っ
て
協
力
活
動
の
下
で
交
換
さ
れ
る
情
報
又
は
資
料
へ
の
ア
ク
セ

(ii)
ス
を
必
要
と
し
、
又
は
そ
れ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
当
該
情
報
又
は
資
料
へ
の
ア
ク
セ
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ス
を
認
め
る
の
に
先
立
っ
て
、
当
該
者
が
当
該
情
報
又
は
資
料
を
取
り
扱
う
資
格
を
適
切
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
約
束
す

る
。秘

密
情
報
取
扱
資
格
の
決
定
手
続
は
、
個
人
が
秘
密
の
情
報
又
は
資
料
に
対
し
て
当
該
秘
密
の
情
報
又
は
資
料
の
保
護

(iii)
を
危
う
く
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
個
人
が
信
用
で
き
か
つ
信
頼
し
得
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
。

第
三
条

北
大
西
洋
条
約
機
構
保
安
部
（
北
大
西
洋
条
約
機
構
事
務
総
長
及
び
北
大
西
洋
条
約
機
構
軍
事
委
員
会
議
長
の
指
揮
の

(i)
下
に
置
か
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
者
を
代
表
す
る
機
関
で
あ
っ
て
、
北
大
西
洋
理
事
会
及
び
北
大
西
洋
条
約
機
構
軍
事
委

員
会
の
名
に
お
い
て
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
権
威
の
下
に
行
動
す
る
も
の
）
は
、
協
力
活
動
の
範
囲
に
お
い
て
交
換
さ
れ
る

秘
密
の
情
報
又
は
資
料
の
保
護
の
た
め
の
情
報
保
護
に
係
る
取
決
め
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
。

日
本
国
政
府
は
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
保
安
部
に
対
し
て
同
様
の
責
任
を
有
す
る
自
国
の
情
報
保
護
に
係
る
当
局
を
通

(ii)
報
す
る
。

第
四
条
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日
本
国
政
府
と
北
大
西
洋
条
約
機
構
の
間
に
お
い
て
、
別
途
の
行
政
上
の
取
決
め
を
作
成
す
る
。
当
該
行
政
上
の
取
決
め

は
、
特
に
、
交
換
さ
れ
る
情
報
又
は
資
料
に
つ
い
て
の
相
互
保
護
の
基
準
及
び
日
本
国
の
情
報
保
護
に
係
る
当
局
と
北
大
西
洋

条
約
機
構
保
安
部
と
の
間
に
お
け
る
連
絡
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条

責
任
を
有
す
る
情
報
保
護
に
係
る
当
局
は
、
日
本
国
政
府
と
北
大
西
洋
条
約
機
構
と
の
間
に
お
け
る
す
べ
て
の
秘
密
の
情
報

又
は
資
料
の
交
換
に
先
立
っ
て
、
情
報
又
は
資
料
を
受
領
す
る
締
約
者
が
当
該
情
報
又
は
資
料
の
出
所
元
の
要
請
に
従
っ
て
当

該
情
報
又
は
資
料
を
保
護
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
相
互
に
十
分
に
確
認
す
る
。

第
六
条

こ
の
協
定
は
、
署
名
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

(i)

こ
の
協
定
は
、
一
年
間
効
力
を
有
し
、
一
方
の
締
約
者
が
他
方
の
締
約
者
に
対
し
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
意
思
を
九

(ii)
十
日
前
に
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
書
面
に
よ
り
通
告
し
な
い
限
り
、
そ
の
効
力
は
、
毎
年
自
動
的
に
延
長
さ
れ
る
。

こ
の
協
定
の
終
了
の
後
に
お
い
て
も
、
他
方
の
締
約
者
の
す
べ
て
の
情
報
又
は
資
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
の
規
定

(iii)
に
従
っ
て
保
護
す
る
も
の
と
す
る
。



5

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
正
当
に
委
任
を
受
け
て
、
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

二
千
十
年
六
月
二
十
五
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
英
語
及
び
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
り
本
書
二

通
を
作
成
し
た
。

日
本
国
政
府
の
た
め
に

横
田

淳

北
大
西
洋
条
約
機
構
の
た
め
に

ア
ナ
ス
・
フ
ォ
ー
・
ラ
ス
ム
セ
ン


